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（注意） 
１．問題冊子（表紙を含む）は３枚です。 
２．問題冊子は指示があるまで開かないで下さい。 
３．問題冊子と下書き用紙は持ち帰って下さい。 
４．解答は、鉛筆、シャープペンシル、ペン、ボールペンのいずれで記入して

も構いません。 
５．問題１と問題２の解答は、別々の解答用紙に記入してください。 
 



平成２４年度（2012 年度）金沢大学大学院法務研究科入学試験問題 

 

試験科目 私     法 

 
※ 問題１と問題２の解答は、それぞれ別の解答用紙を用いること。 
 

 

 

問題１ 次の事例を読んで、あとの（問い）に答えなさい。 

 

 Ｘは、平成２３年６月１日（以下、日時は全て平成２３年とする。）に、Ｘが持っている

土地ＡとＢを、Ａを３０００万円で、Ｂを２８００万円でＹ１に売った。いずれも、６月

３０日にＹ１がＸにＡＢ両土地につきそれぞれ２５００万円を支払うものとし、そのとき

Ｘが移転登記手続きに必要な書類をＹ１に渡すこととし、残金は７月３１日にＸがＹ１よ

り支払いを受けることとした。同年６月３０日にＸはＹ１に登記の必要書類を渡し、２５

００万円ずつ合計５０００万円をＹ１から受け取り、その後、ＸからＹ１に移転登記がな

されている。ところが、Ｙ１は期日が過ぎてもＸに対し、いずれも残金の支払いをしない。

Ｘは、Ｙ１に対し、何度か残代金の請求をしたがＹ１から支払いがないので、９月１日、

１週間以内に支払いがないときは契約を解除するとする内容証明を出した。この内容証明

は９月２日にＹ１に到達した。しかし、Ｙ１からの支払いがないため、その後、Ｘが現地

に行ってみると、Ａ土地は、Ｙ２が使用しており、８月１日にＹ２がＹ１より３２００万

円で購入し、使用していたものである。Ｙ２は売買代金をＹ１に支払ったが移転登記はさ

れていない。また、Ｘは、Ｂ土地も見に行ったが、同土地はＹ３が使用しており、Ｙ３は

９月２０日に本件土地をＹ１から３０００万円で購入し、代金を支払い、その引渡しを受

けたが、Ｙ１から移転登記は受けていない。なお、Ｙ２およびＹ３とも、Ｙ１がＸに残代

金を支払っていないことは知っていたとする。 

 

問い Ｘは、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３に対して、どのような請求ができるか（損害賠償請求及び

不当利得返還請求については、論じなくてよい）。その場合の法的問題点を論じなさい。 

 

 

問題２ つぎの事例を読んで、あとの（問１）（問２）に答えなさい。 

 

 R 株式会社（以下「R 社」とする。）は、会社法上の公開会社（会社法２条５号）ではな

いが、取締役会設置会社である。R 社は委員会設置会社ではなく、監査役設置会社である。 



 R 社の取締役は、A・B・C の３名であり、そのうち A のみが代表取締役である。R 社の

株主は１０名であった（A・B・C も株主）。 

 R 社は、取締役の B に３０００万円を貸し付けることになった。この貸付けについては、

R 社の取締役会で審議された。R 社の取締役会では、B を退席させたうえ、A・C の賛成に

より、この貸付けについて承認決議がなされた。この決議に基づき、A は R 社を代表して、

B に貸付けを行った。 

この貸付けが行われてから３か月後、B は病気になり入院した。B の入院中、A は R 社

を代表して、B の R 社に対する借入金債務を免除した。この債務免除は A の独断で行われ

た。したがって、この債務免除について R 社の株主総会の決議も取締役会の決議もなされ

ていない。この債務免除が行われた後、B は取締役を辞任した。 

 

（問１） 

 B が取締役を辞任した後、R 社の株主の１人である X が、代表訴訟により B の R 社に対

する契約上の責任（借主としての責任）を追及することができる否かについて、最高裁判

例の立場をふまえて論じなさい。 

（問２） 

 B が取締役を辞任した後、R 社の株主の１人である X が、代表訴訟により A の R 社に対

する会社法上の損害賠償責任を追及することができるか否かについて論じなさい。 

 

 


